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研究分野：刑法 
科研費の分科・細目：法学・刑事法学 
キーワード：不作為、共犯 
 
１．研究計画の概要 
 

いわゆる薬害エイズ事件旧厚生省ルート
事件を契機に、国家賠償が問題となりうる事
件における、公務員個人の刑事責任のあり方、
とりわけ、公務員個人にいかなる場合に、ま
た、いかなる根拠から、不作為責任を基礎づ
ける保障人的義務が認められるのかについ
て関心が高まっている。もっとも、法益侵害
結果の発生に際して認められる公務員の職
務違反は、不作為に限らず、また、その主観
的態様も様々でありうることから、仮に公務
員個人の保障人的地位を肯定したとしても、
職務違反の態様によって、最終的に公務員の
負う刑事責任の範囲、重さは大きく異なって
くる。そこで、問題となりうる事例類型ごと
に公務員の刑事責任のあり方を検討し、公務
員個人が刑事責任を負う場合の全容を明ら
かにするため、作為犯と競合する不作為犯を
どのように評価するか、また、過失犯におけ
る正犯と共犯の区別をどのように考えるか
について検討する。 
 
２．研究の進捗状況 
 
 公務員の職務違反の不作為を刑法上どの
ように評価すべきかという課題に取り組む
ため、まず、作為正犯と競合する公務員の故
意の不作為について、その不作為は正犯と評
価されるべきか共犯と評価されるべきかを
検討する前提として、その区別基準として両
者の作為義務の相違に着目する見解が少な
くないことから、そもそも、刑罰をもって義
務づけうる具体的作為の限界をどのように
考えるべきか、それは、正犯の場合と共犯の
場合とで異なるのか、という観点から、作為

と不作為が競合する場合における不作為の
刑法的評価に関する内外の判例・文献の分
析・検討を行った。ついで、不作為について
正犯・共犯の評価を分ける基準について、作
為義務の相違というメルクマールに限定せ
ず、より広い視座の可能性を探究した。我が
国においては、たとえば作為犯と競合する不
作為を原則として幇助とする見解も有力で
あるが、ドイツにおける学説状況は様相を異
にしており、これらの比較・分析を通じて、
犯罪のプロトタイプであるところの故意犯
の成否という問題を念頭に置き、主として故
意の不作為犯を検討の対象として、わが国の
理論状況を省察する作業を行い、結果阻止の
ために要求される作為が犯罪実現過程に及
ぼす現実的影響の大小により区別するのが
妥当であるとの一応の結論を得た。さらに、
実際上は、犯罪結果の実現に対する公務員の
過失的関与が問題となることが多いことか
ら、より実践的な応用領域として、過失犯に
ついて検討の対象を広げ、過失犯における正
犯概念、あるいは、正犯と共犯の区別につい
ての議論を分析したが、従来は、主として作
為犯を念頭に議論がなされてきたことから、
それが不作為犯にもそのままあてはまるの
か、さらなる検討が必要と考えている。 
 
３．現在までの達成度 
 
 ②概ね順調に進展している。 
 
(理由) 
 上記 2．において記した諸問題については、
近年相次いで重要な裁判例が出されており
(札幌高判平成 12 年 3 月 16 日、最決平成 20
年 3 月 3 日、最決平成 22 年 5 月 31 日)、そ
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れぞれ、上記検討結果をふまえて評釈を行い、
その結果を公表し、ないしは公表するための
準備を進めている。 
  
４．今後の研究の推進方策 
 
 当初の計画通り、最終年度である本年度は、
昨年度に引き続き、公務員の過失責任が問題
となる場合を中心に、文献の収集・検討をす
すめるが、本年度はとりわけ、同一の結果に
つき、過失が認められる者が複数存在する場
合における、各人の過失責任の関係、すなわ
ち、過失同時正犯の競合か、それとも、過失
の(広義の)共犯関係が認められるか、そして、
後者の場合における共同正犯と幇助犯・教唆
犯の区別如何に焦点をあてて検討を進め、同
一の結果につき私人と公務員の両者の過失
が問われる場合における、公務員の過失責任
のあり方を明らかにしたい。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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